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制度と規範をめぐる一考察

今 本寸  薫

1 はじめに

私はカラハ リ狩猟採集民 (グ イとガナの2

言語集団)の「分配と協同」について行動と

物質の流れから分析 したことがある (今村,

1993)。 この論文において, これまで,肉の分

配などの物質的側面のみに注目されがちであっ

たシェアリングに,「活動の共有」という概念

を取り入れることで,社会的次元でも相互交渉

が同時進行していることを指摘したのである。

そして,行為や物質の分かち合いを統御するシ

ステムを「シェアリング・ システム」と名づけ

た。

さらに, このシェアリング・ システムの適用

範囲の考察をすすめ,グイ/ガナの食物分配だ

けでなく,婚姻,儀礼,民族生殖理論を,一つ

のシェアリング・ システムに位置づけた (今

村,2007)。 この論考において,食物分配は「自

然資源の共有」の系に,婚姻,儀礼,民族生殖

理論は「身体資源の共有」の系にと, シェアリ

ング・ システムは大きく二つの系に分けられ,

これら二つの系はパラレルな関係にあることを

示した。

シェアリング・ システムが目指しているもの

は,「資源の最大の共有」である。彼らの社会

全体を見渡せば,「誰と共有するか」という食

物資源をめぐるテーマは,結婚,儀礼,民族生

殖理論においても,そのまま焦点となる事柄で

ある。すなわち,それぞれの場面において,「誰

と性関係を共有するか」「誰とともに儀礼を行

うか」「誰と子どもを共有するか」という具体

的な問いを,個々の相互交渉に投げかけるので

ある。

一方,食物分配と婚姻規則の二つの制度は,

それぞれ,「資源の独占」を一定のルール下に

認めており, この制度が埋め込まれているシス

テム全体の目指す「シェアリング」と相反する

関係にある。

本稿は,制度と規範の関係を,グイ/ガナの

事例を詳細に分析することで明らかにする。さ

らに,人類進化論の立場から, レヴィ=ス ト

ロースが提唱した「婚姻連帯の理論」,ま た,

類人猿段階における「規則に従う」相互交渉の

萌芽についても検討する。

2 自然資源の共有

(1)食物分配

狩猟採集民の社会は「平等主義的」であると

いわれており,その平等主義の例として, しば

しば狩猟で獲れた肉の分配について言及されて

きた。

グイ/ガナの場合,エ ランド,ゲムズボッ

ク,ハ ーテビース トなどの大型獣の肉は,ま

ず,狩猟に参加 した男性の間で第一次の分配が

行われる。このとき,狩猟に参加 していなくて

も,騎馬猟における馬の持ち主には肉が分配さ

れる。さらに,第一次の分配を受けた家族は,
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身近な親戚や友人へと第二次の分配を行う。こ

の段階で,妻の両親,つ いで,夫の両親が優先

される。ここまでは,ルールに沿ってほぼ自動

的に肉が分配されていく。

以上のような「義務的な分配」のあとに,個

人同士の関係によってさらに肉が再分配されて

いく。このようなやりとりを私はとくに「自発

的な供与」と呼んでいる (今村,1993)。 分け

与える相手は,一緒に採集に行く仲間など, 日

常の付き合い方で決まり,状況に応じて「分け

る」「分けない」の判断は揺れる。

供与された肉は,各小屋でいったん料理され

てか ら皿に入れて知人の小屋へ運ばれる。ま

た,その場にいた同じキャンプに住む人や他の

キャンプからの訪問者には,た とえ一口であっ

ても料理が分けられる。こうして,最終的にキャ

ンプ全体に, さらにキャンプを越えて肉が配ら

れることになる。

また,女性たちが,各人が採集 した食物を持

ち寄って,一つの鍋や日で混ぜ合わせて料理 し,

そのまま一緒に食べたり,配 りなおしたりする

ことがよくある。食物分配において,「持てる

者から持たざる者へ」食物が配 られることが,

これまで強調されてきたが, この事例のように

「各々が持っているものを,一つに混ぜ合わせ

て,配りなおす」,すなわち,量的には増えも

減りもしないが,質的に異なるものを新たに作

り出すという作用もまたシェアリングの重要な

側面である。

(2)協同作業

グイ/ガナの人々が,食べ物を頻繁に分け

合ったり,鍋や臼などの道具を借り合ったりす

る様子は,物質面での「分かち合い」の一例で

ある。また,行動面での分かち合いとして, 日

常生活のさまざまな場面で「協同作業」や「手

伝い」が見られる。

狩猟において,獲物を複数で挟み撃ちしたり

して役割分担を行 う。倒 した獲物を解体する

ときには,数人の男性が協同で作業をすすめ

る。また採集活動は,協同作業をとくに必要と

しないにも関わらず,女性は採集に集団で行 く

ことが多い。採集現場ではとくに協同作業は行

われないが,「野草を摘む」「根茎を掘る」な

どの個々の行動が競い合うように同時発生 して

おり,結果的に収穫量が増える傾向がある (今

村, 1993)。

女性たちが協同作業を行うのは,小屋を建て

るときである。ブッシュで建材を伐り出してか

ら,キ ャンプ内で建材を組み合わせ,草で ドー

ム型の小屋全体を葺いて完成させるまでを,複

数の女性が協力 し合いなが ら行 う。男女を問

わず,皮細工やビーズ製品などの工芸品作り
(1)

を,手伝うことはよく見られる。おもしろいこ

とに,その「製作者」に頼まれもしないのに勝

手に他の人々が次々と交代して製作を続け,つ

いにその工芸品を完成させることもよくある
(2:

これらの協同作業に共通 しているのは,誰か

が指揮をとったり作業の方向付けを行っていた

りするのではなく,参加者がそれぞれ自発的に

自分の役割を見出して行動 していることであ

る。このようなことが出来るのは,作業の全体

像や完成図を参加者全員が共有 しているからで

あろう。

また,彼 らの行動には, きわめて高い同調性

が見られる。採集のときに,個々の行動が同時

発生 していたり,「一箇所に集めては,取 りに

行 く」という周期が一致していたりと,同型的

に同調 しているだけでなく,相手の動きに合わ

せて応答的
°に同調 している。このような同調

性は, ともに居るという感覚を促 し,「採集」

「料理」「小屋作り」といった一つの意味のある
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場を形成する基盤となっている。

彼らが協同作業を行ったり集団で行動を共に

したりしても,報酬が得られることはほとんど

なく, この協同性を「労働と報酬」という文脈

で理解することはできない。ただ,いつも行動

を共にすることは,そ の人との社会関係を深め
,

結果的に食物供与の機会が増えることは充分に

ありうる。たとえば,「 自発的な供与」におい

て,高い頻度で食物を分け与えられる人は,姉

妹などの近縁者だとは限らず,む しろ「採集に

一緒に行 く仲間」であったり「キャンプ内で

長時間共にいる間柄」の人なのである (今村,

1993)。

しかし,だからといって「行動を共有するこ

と」と「食物を共有すること」が原因と結果と

して直結しているのはなく,全体を統御する1

つのシステムの要素として位置づけるべきであ

り, システムを介して協同と分配が相互に連関

しているのである。

(3)分配と協同をめぐるシェアリング 0シ ステ

ムのモデル

ここで,分配と協同を統御するシェアリン

グ・ システムのモデルを提示する。中心に焦点

となるイベントを置き,そのイベントの当事者

からの社会的距離を同心円で描く。社会的距離

は,実際のキャンプ間の距離のように空間に反

映される場合が多い。焦点となるイベントとは,

たとえば「倒したばかりの獲物の肉の分配」な

どである。

肉の分配を例にとると,肉は,第一次分配,

第二次分配をへて, 日常的な付き合いに基づく

「自発的な供与」へ,さ らに,料理されて,そ

の場に居る人々すべてへの供与へと,同心円状

に対象範囲は広がっていく。

このシステムは,全体として「自然資源の最

大限の共有」を目指している。最大限の共有と

は,あ る資源を,よ り多くの人々で利用すると

いうことである
(4)。

たとぇば100キ ロの干 し肉

は,500人の人に分けられるポテンシャルがあ

る。

一方,そ の潜在的可能性に比べれば,第一

次,第二次分配での義務的分配ではせいぜい

20人に分けられる程度であり,「肉を限られた

人々で所有している」,「肉を充分に分けていな

い」状態にある。

この平面の,それぞれの社会的距離にある人

が,焦点となる資源を「他の人と共有できる可

能性の度合い」を「共有度」として,平面から

垂直な座標を立ち上げる。このモデルを立体で

表すと,中心部は,「 占有」によって落ち窪ん

でいるが,中心から少 し離れた「自発的供与」

で最大の高さになり,そ こから裾野へとなだら

かに広がっていく「ババロア型」のような形に

なる。

このようなシェアリング・ システムの中心

部に「分配 (第一次,第二次分配)」 という制

度が埋め込まれている。この制度は,「肉は決

められた相手に分けなければならない」という

ルールによって成り立っているが,同時に,規

則によって決められた人々によって資源を独

占することを,一時的にせよ許 しているのであ

る。この制度は,「親族組織」などの別のルー

ルを参照 しながら,「分ける相手」と「分けな

い相手」に対象を分節化 している。また,肉は

所有者の名前とともに,一方向的に持てる者か

ら持たぎる者へと流れていく。

一方, シェアリング・ システム全体は,「 よ

り多くの人と分かち合う」ことを目指 している

ので,い ったん独占された自然資源は,繰り返

し行われる再分配と自発的な供与によって, こ

のシステムに関与するすべての人に行き渡る。
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同じ種類の食物が二者間で行き来 したり,複数

の人々が自分の食物を混ぜ合わせてから分け

合ったりして,資源の流れよりも,や り取りし

合っていること自身が彼らにとって意味を持つ

ことになる。

3 身体資源の共有

(1)結婚とザーク
ー 誰と性関係を結ぶか

どの社会にも,一定のルールにしたがった婚

姻制度が存在するが, もちろんグイ/ガナの社

会にも,結婚のためのルールがある。

とくに,最初の結婚は,望ましい結婚相手
(5)

を女性の両親を中心に親族が選び,男性は,結

婚前に女性の両親に肉や毛皮を贈ったり,狩な

どのさまざまな仕事を手伝ったりしてブライ

ド・ サービスを提供 しなければならない。ま

た,30年前までは女性は初潮前から婚約者が

決められており,初潮儀礼の中に結婚の儀礼が

組み込まれていた。

結婚生活は,基本的に一夫一妻で,一つの小

屋に同居 し,性関係を夫婦の間だけで持ち,夫

が獲ってきた肉,あ るいは他から分けられた肉

と,妻が採集 してきた食物
(6)を

妻が料理 して家

族で食べ,夫婦で子どもを育てるのが典型であ

る。

しかし,一方でグイ/ガナの社会は,既婚者

が自分の配偶者以外の相手と性関係を結ぶこと

をなかば公認 しており, このような婚外の性関

係を「ザーク」という。

ザークの理想形は,2組の夫婦 4人が同意 し

て互いの配偶者を交換することで「小屋を共有

し合う」と表現される。 しかし, この4者のう

ち一人でもザークに反対すると,大人たちおよ

び,それぞれの子どもたち全員が,一気に「汚

れた状態」になり,激 しい頭痛や腰痛,下痢 ,

食欲不振が続き,最悪の場合は弱い子どもたち

から死んでいくとされる。そのため,ザーク

に際して,「汚れ」による病気の治療および予

防として,儀礼がおこなわれる。儀礼の方法

は,子どもたちを含む関係者全員で,大人たち

の血と尿を共有するというものである (今村,

2001)。

すべての儀礼において重要な「薬」は,血 ,

汗,尿,唾液,垢などの人間の身体に由来する

物質である。これらの「身体分離物質」を,儀

礼の参加者の身体から取り出し,一箇所に集

め, これを参加者全員に配りなおす。このよう

に「同じものを交換する」ことは,食物の分配

のときにも見られる。

この「汚れ」の儀礼は,結婚の儀礼と非常に

よく似ている。男女が初婚の場合は,儀礼に尿

を使わず血のみを分け合う(7tし かし,再婚の

ときは,ザークのための「汚れ」の儀礼とまっ

たく同じことを行う。儀礼の形式から見ると,

「再婚」と「ザーク」は同じなのである。

また,「ザークの中には結婚が含まれる」と

彼らが言うことがあることからわかるように,

結婚とザークは対立する概念ではない。伝統的

な考え方では,ザークのことを「大きな結婚」

とも表現し,一組の男女の結婚より,む しろ望

ましいものとさえ見なされていた。かつては,

三組以上の夫婦がザーク関係で結ばれることも

実際にあったのである
(8)。

シェアリング・モデルを性的関係に適用する

と,中心部に「結婚」がくる。「結婚」とくに「初

婚」は,親族関係に基づいたルールによって配

偶者が決められ,性交渉は配偶者間に限定され

る。 したがって,「性関係の共有度」はゼロに

まで落ち込む。

その外側に,「再婚」が,次に「ザーク」が

位置し,ザークにおいて,性関係の共有度は最
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大になる。さらにその外側に,さ まざまな性的

関係が広がっているが,関係における不安定性

と隠匿性によって,共有度は低下する。

(2)儀礼―
 「水」の共有

グイ/ガナは,儀礼のことを「治療」と呼ん

でおり,子どもの誕生,結婚,初潮などの人生

の節目, タブーにしていた動物の肉を食べると

き,狩猟が成功しないとき,重い病気や突発的

な事故に遭ったときなどに,儀礼をおこなう。

これらの儀礼には,いずれも「薬」が必要で

ある。薬の材料として,植物の根や動物の蹄を

焼いたものなどと,血,汗,尿,唾液,垢など

の人間の身体から取り出した物質を用いるが,

「薬効」が強力なのは,身体から分離された物

質のほうであるとされる。これら身体分離物質

は,すべて一つの力の源から発しており,同一

のものが,形を変えて身体を駆け巡っていると

考えられている。彼らは,こ の物質のことを「水」

と呼んでいる (今村,2001)。

親子,キ ョウダイ,夫婦,愛人関係などのな

んらかの関係がある人々の間では, この「水」

が共有されている。「水」は各々の身体の中に

蓄積された「物質」であり,ま た,人と人をつ

なぐ「関係性」でもある。

ザーク関係が結ばれた場合,ザークの男女だ

けでなく,各々の配偶者と子どもたちもが, こ

の「水」によって繋がることになる。そして,

人々のうちの誰か一人でも,嫉妬や憎しみよっ

てザークに反対すると,た ちまち全員の「水」

は「汚れた状態」になり,「汚れ」という病が

全体に一気に拡がる。「汚れ」は,病原菌のよ

うな物質ではなく,人々の関係の性質のことな

のである。

そこで,治療のために,汚れの儀礼がおこな

われる。「関係性」「つながり」という見えない

ものを,各々の身体から身体分離物質を取り出

すことによって目に見える形にし,それらを混

ぜ合わせることで,「汚れた水」を「強力な薬」

に変化させる。そして,それを各人の身体に戻

すことで人々の関係を修復する。

血,汗,尿,唾液,垢などの身体から取り出

した物質は,重要な儀礼資源である。また, こ

れらの総称である「水」は生命力そのものであ

り,男女間の性関係だけでなく,生命の誕生,

子どもの成長,初潮,結婚,老成など,人生の

全期間を通じて人々の間で交換されたり,蓄積

されたりする。したがって,人生の節目を通過

する際や社会関係の葛藤が生じるたびに儀礼が

行われ,薬へと変容させた「水」を人々の間で

共有することが, これらの儀礼のおもな目的と

なるのである。

(3)生殖理論一 子どもの共有

既婚女性のザークによって子どもが生まれた

場合, この子どもの父親は誰と見なされるので

あろうか。

グイ/ガナの民族生殖理論によると,子ども

は「男の水」と「女の水」が混ぜ合わさってつ

くられる。男の水とは精液のことであり,女の

水とは羊水および腔内の分泌液をさす。継続的

な性交渉によって「男の水」は,少 しずつ子宮

に溜められていき,子宮の中に「男の水」と「女

の水」が「満たされたとき」,や っと胎児の形

成が始まる(9)。

「男の水」は胎児の食べ物でもあるので,妊

娠中も性交渉によって胎児に男の水を与え続け

なければならない。夫が妻のザークに怒りなが

らも,生まれてきた子どもに愛情を注いで扶養

する行為と,妊娠中に胎児に「男の水」を与え

ることは,同 じだといわれる。ただし,食べ物

にも「薬」と「毒」があるように,怒 り,嫉
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妬,憎 しみなどによって「汚れた」水を与える

と,毒となって胎児に悪影響を及ぼすという。

ザークによって一人の女性が,夫と愛人の二

人の男性と性交渉を持って子どもが生まれた場

合,彼らはこれを,「夫と愛人の二人の男の水

が混 じり合って,一人の子どもを生み出した」

と説明する。 しかも,「水」は,身体の中に蓄

積されるものなので,妊娠中に性関係がなかっ

た男性の水も,過去の性行為によって,子ども

の形成に関わっているとされる。複数の男性が

子どもの誕生に関わっていると考えられる場

合,それらの男性の影響度は,「大きい」「小さ

い」程度の違いとして認識される (Imamura,

2001)。

子どものペイター (社会的父親)は,母が結

婚 している男性 (夫)ただ一人である。一方 ,

ジェニター00に
は,母の愛人だけでなく,母の

夫も矛盾なく含まれる。さらに,場合によって

は,母が過去に性関係を持ったことがある,す

べての男性もジェニターになりうるのである。

このことをシェアリング・ システムに当ては

めると,(1)節で指摘 した「性関係の共有」の

モデルと一致する。このシステムの目指すもの

は,「 いかにして多 くの男性が子どもを共有す

るか」ということであり,子 どもから見れば「い

かにして多 くの父親を持つことになるか」とい

うことになる。

4 考察

(1)シ ェアリングの本質

グイ/ガナの食物分配,協同作業,婚姻,儀礼,

生殖理論をめぐるさまざま社会交渉をシェアリ

ング 0シ ステムに位置づけて彼らの社会を考察

した。食物分配と協同作業は「自然資源の共有」

という一つのまとまった系に,婚姻,儀礼,生

殖理論は「身体資源の共有」の系に属す。ただし,

たとえば,結婚あるいはザーク関係を結んだこ

とを契機に男性が狩場を増やすことがあった。D

ように, この2つ の系は相互に関連している。

これらの系の総体であるシェアリング 0シ ス

テムが目指しているものは,「資源の最大の共

有」である。このシステム内では,できるだけ

多くの人が資源を共有できるよう,多 くの人を

巻き込む方向へ相互交渉がすすんでいる。それ

は,過剰な人数の参加であったり,過剰な関与

であったりして,一つの意味のある場を形成す

る。

物質の流れだけに注目すれば,食物は何度も

繰り返される再分配と供与により,よ り多くの

人に分けられ,所有され,最後に消費される。

このプロセスには,「各々が持っているものを

一つに混ぜ合わせて,配 りなおす」という行為

も含まれる。

ここで,「 シェアリングの本態」について整

理したい。これまで, シェアリングは,「分配

行動」といわれるような「食物を乞われた個体

が他の個体に食物を分け与える行動」として理

解されることもあれば,分配による「物質の平

準化」を強調されることもあり,ま た,物質レ

ベルよりも,「やりとりする社会的関係」その

ものに注目する見方など,いろいろな角度から

論じられてきた。

しかし,少なくともグイン/´ガナ社会における

シェアリングとは,共有できるポテンシャル
,

すなわち,「 シェアーできる」「参加できる」可

能性が社会全体に満ちていることであると私は

考える。これは,個人レベルでは,自分の行動

を決定するときの「シェアーできるはずだ」と

いう確信を支える潜在性であり,社会のレベル

では,成員の生存を救い上げようとする社会全

体のポテンシャルである。
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性的交渉において,ま た,儀礼においては,

各人がすでに所有している身体資源を,一つに

混ぜ合わせて,配りなおすことで多くの人と共

有しようとしている。

とくに, この「混ぜ合わせる」行為によっ

て,物質の性質が飛躍的に変化すると考えられ

ている。たとえば,「汚れ」の儀礼においては,

血や尿などの身体分離物質を各々の身体から取

り出し,混ぜ合わせるという行為を経ること

で,その物質は「薬」に変わると信じられてい

る。彼らが「最も汚れているものが,最も強力

な薬になる」と表現するように,その変化は劇

的な質的転換といえよう。

自然資源の共有と身体資源の共有の2つ の系

を並べることで, シェアリングの本質は,資源

をより多くの人と共有するだけでなく,それら

の資源を混ぜ合わせることによって,ま ったく

別の新たな物を創り出そうとする力であること

がわかる。これはグイ/ガナの社会を生成する

推進力にもなるのである。

(2)規範の発生

人間社会が,「 自然」から切 り離された独自

なものとして移行する,その時点での特徴とし

てレヴィ=ス トロースが提唱した「婚姻連帯の

理論」はあまりにも有名である。この理論は,

インセスト禁忌 (タ ブー)を 自然から文化にお

ける「根本的手続き」とした上で,人間が自然

に介入 して秩序をもたら「規則」なのだとした

(レ ヴィ=ス トロース,2000)。 そして, この

規則によって,「娘や姉妹をよその男のもとヘ

婚出させることを強制 し,かつまたこのよその

男の娘や姉妹を権利の対象に変える」という意

味で,イ ンセス ト禁忌は「交換を保証 し基礎づ

ける」ものになると指摘する。すなわち,イ ン

セス ト禁忌により,集団間の女性の互酬的交換

が可能になり,外婚単位の集団間に連帯が生み

出されるという。

私は,狩猟採集民研究との関連から, レヴィ

=ス トロースの理論の中の2つ の点,つ まり,

インセス ト禁忌と婚姻制度の成立,お よびに互

酬性と食物分配の関係について注目したい。彼

の理論をあえて簡略化すれば,「 インセス ト禁

忌」がまず最初にあり,それに保障される形で

「互酬的交換」が成立 し,それによって「食物

分配」も可能になるということであろう。

インセストについては霊長類学的研究の蓄積

により,多 くの霊長類社会でインセストが回避

されていることが明らかになった。とくに類人

猿の社会においては,メ スの移籍によって,結

果的に父娘間や兄弟姉妹間のインセストが回避

されており,それによって「外婚的」な配偶パ

ターンが成立 している。また,相手に対する相

互の識別にもとづいて母息子間や同母兄弟姉妹

間のインセス トが「心理的」に回避されている

ことが指摘されている。つまり,イ ンセストの

回避は人間以前の社会にすでに存在するのであ

る。

ただし,今日では多 くの研究者が,自然状態

で「回避」されていることと,制度として「忌避」

されることの違いを強調 し,すでに類人猿段階

で実行されていたインセスト回避を,人類が明

文化することで制度化 したのだと考えている。

食物分配については, レヴィ=ス トロースに

よれば,イ ンセスト禁忌という規則が成立 した

後に,互酬性,そ れも,「損得上のバランス」

によって支えられた双方向的なものが想定され

ている。 しかし,類人猿段階から認められる食

物分配は,規則以前のものであり,しかも,「持

てるものから持たざるものへ」の一方向的なも

のである。

北村 (2003)は ,霊長類の社会と人間の社
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会を比較 して,「規則に従う」という現象の成

立を基礎的なものとして仮定すれば,「 インセ

ス ト禁忌」 も「食物分配」 も説明できると主

張 している。北村は,人間の結婚の規則につい

て,「結婚 しているペアによる独占的な性交を

正当なものとする」という想定を人びとが共有

することによって,人間家族が,複数の家族が

集団内に共存するという形態で成立 した。

「規則に従う」という現象の成立は,無秩序

から秩序への移行というような, ごく高いハー

ドルを越えることを意味しているのではない。

食物分配のような,資源の獲得をめぐる利害の

対立を穏当なかたちで解消するときに,「そう

すべきだからする」という「第三者的な想定」

をメンバーが共有すること, この成立をもって

人間社会をそれ以前の社会から区別 しうるのだ

という (北村,2003,23-24)。

(3)規範から析出した「制度」

食物分配と婚姻規則は,集団の成員の行動を

規制する「制度」であり,どちらも,所有者を

限定する機能がある。これらは,それぞれ,「 自

然資源の共有」「身体資源の共有」というシェ

アリング・ システムの中心に埋め込まれてい

る。シェアリング・ システムは,一種の規範で

あり,その「規範」の中から「制度」が析出し

たと私は考える。制度は規範とは相反する方向

へ,具体的な相互交渉を導こうとする。

グイ/ガナは,食物分配の第一次分配,第二

次分配などの初動の分配においては,自分の権

利を強く主張する人々である。分配されるはず

のところへ干し肉が分けられなかった場合,当

事者は人差し指をつき立てて分けなかった者を

厳しく非難する。

しかし,そ うやってわざわざ獲得した肉も,

一瞬のうちに「所有者」の目の前を通り過ぎて

別の人々に配られていく。さらに料理された肉

は,その場に居る者すべてに供与される。

この料理の供与における相互交渉は,さ きほ

どの分配場面とは打って変わって抑制がきいた

ものである。供与の場にいた「客」は,そ こに

集まっているメンバーの顔ぶれなどから, 自分

がふさわしくないと自ら判断した場合は,黙っ

てその場を立ち去る。また,料理を分け与える

側も, 自分と客の「中間地点」に,料理が盛 ら

れた容器をそっと置く。客も主人も,「分ける」

「分けない」,「受け取る」「受け取 らない」の決

定を相手に委ねているのである。

さらに,肉の量が多いとき,あ るいは,採集

物の料理においては,与えた相手から同種の食

物を受け取ったり,互いの食材を混ぜ合わせて

一つの料理を作って配ったりする。このような

コムニタス的食物分配 (黒田,1999)に おい

ては,「食物の平準化」や「所有物の移動にと

もなう負債の感情」などの経済的 。社会的機能

は持たず,ただ,「やりとりしている」「参加 し

ている」という行動自体に意義がある。この行

動によって, シェアリング・ システム内にいる

仲間という共同体意識が形成されるのである。

以上のように,食物の分配。供与においては,

「決まった人に分配 し所有者を決定する」とい

う制度に基づ くものと,「できるだけ多 くの人

に供与 し,所有者を無化する」というシェアリ

ング oシ ステムによる方向付けの,相反する二

つの行動原理の綱引きの中で具体的な交渉が行

われる。

性的交渉の文脈においても,婚姻規則に基づ

いた「性 (あ るいは身体資源)の独占」と,シ ェ

アリング・ システムによる「より多くの人々と

の性の共有」の二つの原理が存在する。

その結果,「「結婚」「婚外」というカテゴリー

の境界が非常に曖昧なものになる。
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(4)制度の構造的強化

食物分配と婚姻制度は, どちらもシェアリン

グ・ システムから析出したものであるが,制度

によって「所有者」を明確にしたことで, シェ

アリングにおいて「だれそれの肉」などの名前

が付随したまま分けられることになる。つまり,

社会的次元での交渉が複雑になる。規範は制度

の成立によって,よ り多層的なものになるので

ある。

また,食物分配と婚姻という二つの制度は,

どちらも親族関係という別の体系を参照 してい

る。これによって制度は構造をもち, シェアリ

ング・ システムからなかば独立した系を形成 し

ているといえるだろう。 しかしながら,グイン/′

ガナの親族組織は曖味な部分を残 しており,明

快にカテゴライズできるものではない。それは,

親族名称が,ザーク関係に影響されるからであ

る。つまり,エ ゴの父親あるいは母親のザーク

関係をどこまで拡げるかによって,エ ゴの「キョ

ウダイ」の範囲もともに拡大するのである。

あるときはキョウダイであることを主張して

食物の供与を受け,別のときには,キ ョウダイ

であるために結婚の対象からはずされたりす

る。また, このような親族名称も,別のルー ト

をたどることによって,い とも簡単に別の親族

関係にたどり着くことが出来る。

このように,融通無 li尋 な制度とシュアリン

グ 0シ ステムは,互いを前提として寄りかかり

ながら彼らの社会の規則でありつづけるのであ

る。

(5)権威による制度化への危惧

グイ/ガナの制度は,それ自身の範疇化に曖

昧な部分を残しており,ま た,規則に反したと

きの罰則も「非難される」程度にとどまってい

る。これは,彼らの社会には権威というものが

存在しないからである。権威のもとに,カ テゴ

リーAと ノットAに世界が三分されることがな

い。

規則の発生,規範化,規範の中からの制度の

発生,制度の明文化,構造化,法の成立などの
,

いくつものプロセスを経て,現代の人間の社会

は秩序を構成し共存をはかっている。グイ/ガ

ナの社会も,別のシステムを選びえた可能性を

かいくぐって現在の姿で機能している。規則,

規範が異なれば,貧富の差などの経済状況,男

女の関係,生業への取り組み方,土地の所有,

疾病観,集団のまとまりなど,すべてにおいて

別の社会であっただろう。彼らの社会は,権威

というものが発生するのを燿れ,その手前で踏

みとどまることを選んだのである。

註

(1)北欧諸国などの海外からの資金援助を受けたボ

ランティア団体が,グイ/ガナなどの遠隔地居

住者に現金収入の機会を与えるため,彼 らの作っ

た狩猟採集道具や皮の敷物, ビーズ細工などを

買い付け,そ れを観光客に土産物として売って

いる。

(2)彼 らはこれを「作って与える」 (ま たは, こなれ

た日本語にすると「作ってやる」)と表現する。

(3)「同型的」あるいは「応答的」な同調行動につい

ては,市川 (1975)を 参照されたい。

(4)こ こでは,利用する資源の量についてはとくに

言及しない。一回ごとの肉の分配と供与につい

て考えれば,それは,「限られた」資源である。

しかし, このようなイベントが何回も続けば,

当然,利用する資源の量も増える。

(5)互 いの親族関係がイトコ (交叉イトコ)の範疇

に入り,と くに男性は,優秀なハンター(現在は,

現金の稼ぎ手)で あることが条件である。

(6)狩猟は男性,採集は女性とおおまかな性別分業

があるが,夫婦で民猟に行ったり男性も採集を
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行ったりと,性別による分業は排他的なもので

はない。

(7)し たがって,結婚の儀礼のことを,と くに「血

を混ぜ合う」と表現する。

(8)私が聞いた範囲では,3組の夫婦 (一夫一妻が2

組と一夫二妻が1組)7人が,1967年から1971

年ごろまでの間ザーク関係を続け,こ の間に4

人の子どもが生まれた (Imamura,2001)。

(9)彼らの生殖理論によると,こ のように「満たさ

れるまでに」,最終月経から約2ヶ 月間かかると

いう。 したがって,子どもは母親の胎内に7ヶ

月間いて生まれるといわれる。

uO ジェニターとは,「その社会の生殖理論により。

女性を妊娠させ,そ の子の父親であるとコミュ

ニティの成員から信じられている男性 (和田,

1988)」 である。ジェニターを「生物的父親」

と訳すことがあるが, この訳では,父子の間に

科学的に遺伝的なつながりがあるかのように誤

解される。この誤解を避けるため,和田は,「子

どもとの間に明瞭な生物学的血縁関係があり,

遺伝子の継承が認められる男性」に対 しては,

「生理的父親 (physiological father)」 という分

類名をつけている。

(1)グ イ/ガナは,他のグループの利用を締め出す

ような排他的なテリトリーを持たないが,そ れ

でも,よ く見知っている「自分の土地」という

ものは存在する。
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